
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ

っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

梅 
 

木 
 

武 
 

夫 
 

 



（一）
政
党
の
支
部 

  
 
 
 
 

政 
 

治 
 

団 
 

体 
 

の 
 

名 
 

称 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者 

 
 
 

解
散
年
月
日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自
由
民
主
党
神
奈
川
県
相
模
原
市
第
四
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飯
田 

則
恭 

二
三
、 

九
、
二
七 

 

自
由
民
主
党
神
奈
川
県
津
久
井
郡
連
合
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋
本 

 

仁 

二
三
、 

九
、 

二 

  

（二）
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
、
政
党
の
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

  
 
 
 
 

政 
 

治 
 

団 
 

体 
 

の 
 

名 
 

称 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者 

 
 
 

解
散
年
月
日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川
崎
市
民
有
権
者
の
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
野 

政
博 

二
三
、 

九
、 

二 

 

子
供
に
ツ
ケ
を
ま
わ
さ
な
い
＠
平
塚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東 

得
司 

二
三
、 

九
、
一
一 

 

水
嶋
か
ず
あ
き
と
歩
む
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
嶋 

一
耀 

二
三
、 

九
、
一
一 


